
ＮＯ．２３１     新橋田村町地区（組合施行）

計画地

1

2

地区面積 構造

階数 高さ

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

放射第２１号線

区画道路１号
約６．０ｍ

〔１２．５ｍ〕
約１６０ｍ ‐

区画道路２号
約６．３ｍ
〔９．０ｍ〕

約３５ｍ ‐

区画道路３号
約２．６ｍ
〔４．０ｍ〕

約６０ｍ ‐

地区内集散道
路

約７．５ｍ
〔９．５ｍ〕

約１７０ｍ ‐

公
園

緑地 ‐ ‐ 約６５０㎡

建築面積

約４，６００㎡

建築敷地面積

約７，７００㎡

都市計画決定

(しんばしたむらちょう)

１　計画の概要

東京都港区西新橋一丁目地内

計画の概要

　地区内では、老朽化した建築物が存在し、狭小敷地や狭隘道路により、土地の有効利用や防災面に課
題を有している。街区の再編によって合理的で健全な高度利用を実現し、業務機能・交流施設・生活利便
施設等の多様な機能の導入と、都市における憩いの場となる緑地や広場の確保によって、「賑わい」・「魅
力」・「活力」のある複合市街地形成を目的とする。

　街区再編や建物更新と併せ都市基盤を強化し、周辺市街地とのアクセス性に配慮した安全で快適な歩
行者ネットワークを形成していきます。

約１．２ha 鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造

地上２７階／地下２階 約１５０ｍ

２　都市計画の内容

新橋田村町地区第一種市街地再開発事業 約１．２ha

公共施設の
配置及び規模

備考

道
路

別に都市計画において定めるとおり 整備済み

拡幅
※[ ]は全幅員を示す。

拡幅
※[ ]は全幅員を示す。

拡幅
※[ ]は全幅員を示す。

新設
※[ ]は全幅員を示す。

新設

建築物の整備

街
区

建蔽率 容積率
建築物の

高さの限度
壁面の

位置の限度

延べ面積(容積対象) 住宅建設の目標

約１０６，０００㎡
（約８５，０００㎡）

‐

主要用途

‐ ‐
高層部　１５０ｍ
中層部　  ７０ｍ

４ｍ 事務所、店舗、駐車場

建築敷地の
整備

整備計画 備考

・歩行者の安全確保と地区内交通の円滑化
のため、道路の拡幅整備を行う。
・ゆとりある歩行者空間を確保するため、壁
面の位置を制限し、歩道状空地を整備す
る。
・周辺の利用に配慮した緑地及び広場を整
備する。

建築物の高さはT.P.５．４mからによ
る

平成２９年５月２２日　港区告示第１７６号



新橋田村町地区 約１．２ha 1100% 50% 400% ２００㎡ ４ｍ

都市計画決定

敷地面積 建蔽率

延べ面積 容積率

駐車場

事業認可 総事業費

年　月　日

平成１７年～

平成２６年１２月

平成２７年１２月

平成２９年　５月２２日

平成２９年１２月２６日

平成３０年　２月２２日 権利変換計画認可

平成３０年　２月２３日

平成３０年　５月１０日

令和　３年　６月１１日 事業計画変更認可

令和　３年　６月３０日 建築工事完了公告

令和　４年１２月１６日

３　高度利用地区

地区名 面積
容積率の
最高限度

建蔽率の
最高限度

容積率の
最低限度

建築面積の
最低限度

壁面の位置
の限度

平成２９年５月２２日　港区告示第１７５号

４　事業計画の概要

約７，７００㎡ 約６０％

約１０５，２４０㎡ 約１，１００％

用途

事務所 約５５，０００㎡
住宅戸数 ―

店舗 約２，５００㎡

その他共用 約４７，７４０㎡ 約２４４台

平成２９年１２月２６日　東京都告示第１８５０号
令和　３年　６月１１日　東京都告示第８３５号（変更）

約５７９億円

５　経　緯

内　　　　　　　　　　　　　　　容

有志によるまちづくり検討

市街地再開発準備組合設立

西新橋一丁目北地区まちづくり協議会設立

新橋田村町地区第一種市街地再開発事業都市計画決定

組合設立認可（事業計画認可）

権利変換期日

建築工事着工

組合解散認可



６　位置図

７　区域図

施行区域
約１．２ha

市街地再開発事業の施行区域

西新橋一丁目北地区 地区計画の区域



８　配置図

９　完成写真

市街地再開発事業の施行区域

緑地


